
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
十
一
号

検
察
審
査
員
等
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
検
察
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
　
検
察
審
査
会
法
第
二
十
九
条
、
第
三
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
検
察
審
査
員
、
補
充

員
、
証
人
、
法
律
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
専
門
的
助
言
を
徴
せ
ら
れ
た
者
（
以
下
「
助
言
者
」
と
い
う
。
）
及
び

審
査
補
助
員
に
給
す
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
　
旅
費
は
、
鉄
道
賃
、
船
賃
、
路
程
賃
及
び
航
空
賃
の
四
種
と
し
、
鉄
道
賃
は
鉄
道
の
便
の
あ
る
区
間
の
陸

路
旅
行
に
、
船
賃
は
船
舶
の
便
の
あ
る
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
路
程
賃
は
鉄
道
の
便
の
な
い
区
間
の
陸
路
旅
行
又

は
船
舶
の
便
の
な
い
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
航
空
賃
は
航
空
機
を
利
用
す
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
航
空
旅
行
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

２
　
鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
。
）
、
急
行
料
金
（
特

別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料

金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
）
並
び
に
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
（
証
人
及
び
助
言

者
に
つ
い
て
は
、
検
察
審
査
会
長
が
そ
の
支
給
を
相
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座

席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に
限

る
。
）
に
よ
る
。

一
　
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
運
賃

イ
　
検
察
審
査
員
、
補
充
員
及
び
審
査
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
中
級
の
運
賃

ロ
　
証
人
及
び
助
言
者
に
つ
い
て
は
、
中
級
以
下
で
検
察
審
査
会
長
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃

二
　
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
運
賃

イ
　
検
察
審
査
員
、
補
充
員
及
び
審
査
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
上
級
の
運
賃

ロ
　
証
人
及
び
助
言
者
に
つ
い
て
は
、
検
察
審
査
会
長
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃

三
　
運
賃
の
等
級
を
設
け
な
い
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
そ
の
乗
車
又
は
乗
船
に
要
す
る
運
賃

３
　
路
程
賃
の
額
は
、
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
路
程
に
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

一
　
検
察
審
査
員
、
補
充
員
及
び
審
査
補
助
員
に
つ
い
て
は
、
三
十
七
円

二
　
証
人
及
び
助
言
者
に
つ
い
て
は
、
三
十
七
円
以
内
に
お
い
て
検
察
審
査
会
長
が
相
当
と
認
め
る
額

４
　
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
前
項
に
定
め
る
額
の
路
程
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
路
程
賃
の
額
は
、
実
費
額
に
よ
る
。

５
　
航
空
賃
の
額
は
、
現
に
支
払
つ
た
旅
客
運
賃
に
よ
る
。

第
三
条
　
検
察
審
査
員
、
補
充
員
、
証
人
及
び
助
言
者
に
支
給
す
る
日
当
の
額
は
、
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら

の
た
め
の
旅
行
（
以
下
「
出
頭
等
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
日
数
に
応
じ
、
一
日
当
た
り
八
千
二
百
円
以
内
に
お

い
て
検
察
審
査
会
長
が
定
め
る
。

２
　
審
査
補
助
員
に
支
給
す
る
日
当
の
額
は
、
出
頭
又
は
取
調
べ
の
た
め
の
旅
行
に
必
要
な
日
数
（
別
に
法
律
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
手
当
を
支
給
す
る
日
を
除
く
。
）
に
応
じ
、
経
験
年
数
（
裁
判
官
又
は
検
察
官
で
あ
つ
た
年

数
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
十
年
以
上
の
弁
護
士
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
三
千
円
と
し
、
経

験
年
数
十
年
未
満
の
弁
護
士
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
二
千
六
百
円
と
す
る
。

第
四
条
　
宿
泊
料
の
額
は
、
出
頭
等
に
必
要
な
夜
数
に
応
じ
、
一
夜
当
た
り
、
宿
泊
地
が
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
甲
地
方
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
八

千
七
百
円
以
内
、
同
表
に
定
め
る
乙
地
方
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
七
千
八
百
円
以
内
に
お
い
て
検
察
審
査
会
長

が
定
め
る
。

第
五
条
　
旅
費
（
航
空
賃
を
除
く
。
）
並
び
に
日
当
及
び
宿
泊
料
の
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
最
も
経
済
的
な
通
常

の
経
路
及
び
方
法
に
よ
つ
て
旅
行
し
た
場
合
の
例
に
よ
り
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
つ
て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
つ
た
経
路
及

び
方
法
に
よ
つ
て
計
算
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
鉄
道
賃
及
び
船
賃
の
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
第
二
項
中
「
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金

（
証
人
及
び
助
言
者
に
つ
い
て
は
、
検
察
審
査
会
長
が
そ
の
支
給
を
相
当
と
認
め
る
場
合
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
検
察
審
査
会
長
が
そ
の
支
給
を
相
当
と
認
め
る
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
」
と
、
「
上
級
の
運
賃
」

と
あ
る
の
は
「
検
察
審
査
会
長
が
相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
七
月
一
日
政
令
第
二
三
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
五
日
政
令
第
三
二
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
及
び
刑
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
六
月
一
八
日
政
令
第
一
八
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
六
月
二
〇
日
政
令
第
一
七
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
一
〇
日
政
令
第
二
二
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一
六
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
九
日
政
令
第
二
三
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
二
五
日
政
令
第
一
八
九
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
二
〇
日
政
令
第
二
二
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
六
月
一
九
日
政
令
第
二
二
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
一
七
日
政
令
第
一
九
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一
七
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
支
給
原
因
と
な
る
事
実
が
生
じ
た
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
四
月
二
四
日
政
令
第
一
〇
七
号
）

1



１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
二
条
第
三
項
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後

の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前

に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
一
五
日
政
令
第
一
五
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
に
必
要
な
日
数
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
対
応
す
る

も
の
に
係
る
日
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
六
月
一
四
日
政
令
第
二
一
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
に
必
要
な
日
数
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
対
応
す
る

も
の
に
係
る
日
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
六
月
一
七
日
政
令
第
二
〇
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
に
必
要
な
日
数
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
対
応
す
る

も
の
に
係
る
日
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一
九
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
出
頭
又
は
取
調
べ
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
に
必
要
な
日
数
の
う
ち
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
対
応
す
る

も
の
に
係
る
日
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
〇
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
一
六
日
政
令
第
二
四
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
四
日
政
令
第
一
七
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
三
日
政
令
第
一
九
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
二
日
政
令
第
二
〇
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
六
月
一
六
日
政
令
第
一
八
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
二
三
日
政
令
第
三
四
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
八
日
政
令
第
二
五
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
一
一
日
政
令
第
一
九
八
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
四
日
政
令
第
二
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一

条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
（
同
法
第
三
条
中
検
察
審
査
会
法
第
一
条
第
一
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の

日
（
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
九
日
政
令
第
五
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
九
日
政
令
第
二
〇
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
六
月
二
一
日
政
令
第
二
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
の
日
に
係
る
日
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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